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●
日
程

①
10
月
15
日
（
土
）、16
日
（
日
）

②
10
月
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日
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土
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日
（
日
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③
10
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日
）

④
11
月
５
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カゴ漁体験の様子
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時間 内容

1日目

16:15 うみんぐ大島集合。受付と説明
16:30 カゴ漁体験（船）、漁業見学、クルージング
18:00 大島漁港着
19:00 指定する旅館か民宿で夕食（カゴ漁の魚などを試食）

2日目
  8:30 うみんぐ大島集合。ガイドと島歩き
10:00 終了式
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島
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意見の内容 結果

１
　罰則規定がなく公表するだけでは、根本は改善されないと思う。
また、公表しても所有者などは遠隔地に住んでいるので、目にす
ることも耳にすることもないのでは。

　罰則を規定する場合、条例違反を漏れなく摘発して過料などを科す体制と、コストも
勘案する必要があります。一方、氏名などの公表は、利害関係人が該当空き家の所有者
を把握できるという効果があります。
　行政代執行は、著しく公益に反すると認められる場合に適用されるもので、公益性の
考え方や費用の徴収など、多くの課題があります。
　課題解決に向け、さまざまな検討が必要ですが、現状では原案どおり、「適正な管理を
求める助言、指導、勧告と命令、公表」という順で対応することが妥当と考えています。

２
　空き家などの管理が改善されず、近隣住民に危害を及ぼすと市
で判断した場合、「市は住民の生命財産を守るために、危険を取
り除く措置ができる」など、行政で代執行を条例にしてほしい。

３
　用語として「管理不十分」「管理不全」があるが、１つに統一
すべきでは。

　「管理不十分」は、説明資料の中で条例を分かりやすく説明するために使用しています。
条例では「管理不全」で統一しています。

４
　第５条第３項に、「身分を示す証明書」とあるが、「証明証」で
はないか。
　また、公務員には身分を示す証明の常時携帯義務があるのでは。

　第５条第３項に規定する「身分を示す証明書」は、市長の指示を受けて立入調査を実
施する市職員であることを証明するもので、立入調査時は必ず携帯するものです。条例
上は「証明書」と表現しますが、意味に違いはありません。

５
　個人の財産権の問題があり、立ち入りは裁判所の許可を有する
ものと考える。

　立ち入りは条例の規定に基づき実施するもので、裁判所の許可は必要ありません。
　情報提供された、管理不全な空き家などの実態調査は、草木の繁茂で空き家を目視で
きない場合など、状況により立ち入りは必要であると考えます。このため、原案どおり
とします。
　ただし、財産権の侵害の問題があるため、建物内の立ち入りは慎重に判断します。基
本的に、敷地内までの立ち入りとします。

６
　立ち入りまですることに反対です。外から見ての判断にとどめ
るべきである。

７
　第８条に「命令」とあるが根拠は何か。法令に基づかないもの
は無効と判断するが。

　憲法第94条で、「法律の範囲内であれば条例の制定は可能である」ことが規定され、地
方自治法では、「地方公共団体は、個別の法律での委任は必要なく、その事務（非権力的
な事務だけでなく、住民に義務を課し、その権利を制限するような権力的事務も含む）
に関して条例を制定することができる」ことが許容されています。このため、今回の命
令は条例そのものが根拠となります。

【その他の意見・要望】
▽条例の制定を要望します。過疎化で若者は都市に行き、空き家は廃墟になり不審者のたまり場となっている。木は伸び放題、白アリの巣となり安全と衛生面
　でも放置できない。市の善処をお願いします
▽空き家が及ぼす影響として、①青少年が空き家に入りねぐらとする②火災が気がかり③家の周辺の植木に虫がつき、通行する人が刺されたことがあった④周辺 
　の景観や価値の低下を懸念するなどが挙げられる。ただ、この違反について「指導」で終わるようだが、当方の近くの空き家は全く処置をしない。よほどしっ
　かりとした指導を実施しないと難しいのではないか。早期の条例成立と実行を期待する

　市では、同条例（案）に関する市民意見提出手続（パブリック・コメント）を７月１日
～８月１日に実施し、市民のみなさんから貴重な意見を９件寄せてもらいました。その中
の７件に対して回答しています。
　寄せられた意見を踏まえ、再度検討した結果、次のとおりになりました（下表参照）。

■問い合わせ先　生活安全課　☎（36）５０５０

パブリック・コメントへの協力
ありがとうございました

「宗像市空き家等の適正管理に関する条例（案）」
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